
 

「「令和６年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関

する法律第 30 条の４第１項第２号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者

の平均的な賃金の額」」等について」の一部訂正について」（令和６年５月 24 日付

け職発 0524 第２号）による改正内容 

※改正箇所は下線部分 

新 旧 

職発 0829 第 1 号 

令和５年８月 29日 

改正 令和６年３月 14日 

改正 令和６年５月 24日 

 

（略） 

 

記 

 

第１～第５ （略） 

 

別添１・２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職発 0829 第 1 号 

令和５年８月 29日 

改正 令和６年３月 14日 

 

 

（略） 

 

記 

 

第１～第５ （略） 

 

別添１・２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添１ 



 

 

別添３ 職業安定業務統計による地域指数 

都道府県別地域指数（略） 

ハローワーク別地域指数 

 全国計～千葉 1206 佐原計（略） 

 

 

 

 

 

 

別添３ 職業安定業務統計による地域指数 

都道府県別地域指数（略） 

ハローワーク別地域指数 

 全国計～千葉 1206 佐原計（略） 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

別添４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添４ （略） 

 

 

 


